
a
b

a-b

a-bと控除限度額

の低い方を適用

市県民税から

の控除額

実際に納付して

いただく市県民

税所得割額

a=住宅借入金等

特別控除可能額

ｂ＝所得税額

（復興特別所得税加算前）
市県民税

所得割額

市県民税への適用イメージ


